
 
2026年3月 

 

受益者の皆様 

イーストスプリング・インベストメンツ株式会社 

 

「イーストスプリング・インド・コア株式ファンド 愛称：＋αインド（プラスアルファインド）」 

運用管理費用（信託報酬等）引き下げに伴う信託約款変更のお知らせ 

 

拝啓 時下ますますご清祥のこととお慶び申し上げます。平素より格別のご高配を賜り厚く御礼申し上げます。 

 さて、「イーストスプリング・インド・コア株式ファンド 愛称：＋αインド（プラスアルファインド）」につきまして、  

受益者の皆様の利便性の向上を目的に運用管理費用（信託報酬等）引き下げに伴う信託約款変更を行う予定

ですので、お知らせいたします。 

なお、今回の引き下げを実施した場合、国内のインド株式ファンド（アクティブ型）の中で最も低い運用管理

費用になる見込みです*（2026年3月18日時点、弊社調べ）。 

 今後ともより一層のご愛顧を賜りますよう何卒宜しくお願い申し上げます。 

敬 具 

記 

1. 変更内容 

運用管理費用（信託報酬等）の引き下げ 

（変更前） 年率0.9905％程度（税込） → （変更後） 年率0.9575％程度（税込） 

 

2. 約款変更適用日 

2026年4月24日 

 

*投資信託協会「投信総合検索ライブラリー」で、投資対象資産：株式、インデックスファンド区分：インデックス ファンドを除く、ETF区分：

ETFを除く、キーワード：「インド」「印度」で抽出し、インド株式に特化したファンドのうち、指数連動型、レバレッジ型、設定前のファンドを

除外した44ファンドで比較。2026年3月18日時点。ただし、最も低い運用管理費用はあくまでも調査時点のものであり、将来にわたって最

も低い運用管理費用を示唆・保証するものではありません。 

 

以 上 
イーストスプリング・インベストメンツ株式会社  

金融商品取引業者 関東財務局長（金商）第 379 号／加入協会一般社団法人投資信託協会、一般社団法人日本投資顧問業協会 
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＜ご参考＞ 

（変更前） 
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（変更後）＊変更した箇所は「＊」にて記載。 

 

＊ 

＊ 

＊ 
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投資リスク

＜基準価額の変動要因となる主なリスク＞

（注） 基準価額の変動要因は、上記に限定されるものではありません。

その他の留意点

※投資判断は手数料のみではありません。手数料以外の投資判断に係る事項の詳細については、最新の「投
資信託説明書（交付目論見書）」をご覧ください。

基準価額の変動要因
投資信託は預貯金とは異なります。

当ファンドは、投資信託証券への投資を通じて主に値動きのある有価証券に投資するため、
当ファンドの基準価額は投資する有価証券等の値動きによる影響を受け、変動します。また、
外貨建資産に投資しますので、為替変動リスクもあります。したがって、当ファンドは投資元本が
保証されているものではなく、基準価額の下落により損失を被り、投資元本を割込むことが
あります。当ファンドの運用による損益は、すべて投資者のみなさまに帰属します。

株価変動リスク
株式の価格は、内外の政治経済情勢、株式を発行する企業の業績および信用状況等の変化の影響を受け
変動します。当ファンドは主に株式に実質的に投資を行いますので、基準価額は株価変動の影響を受けます。

為替変動リスク
当ファンドは、実質的に組入れた外貨建資産について原則として為替ヘッジを行いませんので、為替レート
の変動の影響を受けます。為替相場が円高方向に変動した場合には、基準価額の下落要因となります。

信⽤リスク
有価証券の発行者の経営・財務状況やそれらに対する外部評価の悪化により、組入れた有価証券の
価格が大きく下落し、基準価額の下落要因となる場合があります。

流動性リスク
組入れた有価証券の市場規模が小さく取引量が少ない場合や市場が急変した場合、当該有価証券を
希望する時期や価格で売却できないことがあり、基準価額の下落要因となる場合があります。

カントリーリスク
新興国の金融市場は先進国に比べ、安定性、流動性等の面で劣る場合があり、政治、経済、国家財政
の不安定要因や法制度の変更等に対する市場感応度が大きくなる傾向があります。これに伴い、投資
資産の価格が大きく変動することや投資資金の回収が困難になることがあります。

外国の税制変更リスク
インド株式の売却益等に関し、保有期間に応じてキャピタルゲイン税等が課されます。これらは当ファン

ドが投資対象とする外国投資法人（以下、「投資先ファンド」といいます。）が負担します。投資先ファンド

の設定国および投資対象国において、税金の取扱いにかかる関連法令・制度等は将来変更されること

があり、基準価額の下落要因となる場合があります。

イーストスプリング・インド・コア株式ファンド 愛称：＋αインド 追加型投信／海外／株式

●当ファンドのお取引に関しては、金融商品取引法第37条の6の規定（いわゆるクーリング・オフ）の適用はありません。

●大量の解約が発生し短期間で解約資金を手当てする必要が生じた場合や主たる取引市場において市場環境
が急変した場合等に、一時的に組入資産の流動性が低下し、市場実勢から期待できる価格で取引できないリス
クや取引量が限られてしまうリスクがあります。これにより、基準価額にマイナスの影響を及ぼす可能性や、換
金申込みの受付けが中止となる可能性、換金代金のお支払いが遅延する可能性があります。

●金融商品取引所における取引の停止、外国為替取引の停止その他やむを得ない事情（流動性の極端な減少
等）があるときは、購入・換金のお申込みの受付けを中止することおよびすでに受付けたお申込みの受付け
を取消すことがあります。

●分配金は計算期間中に発生した収益(経費控除後の配当等収益および売買益（評価益を含みます。））を
超えて支払われる場合があるため、分配金の水準は必ずしも計算期間におけるファンドの収益率を示す
ものではありません。分配金はファンドの純資産から支払われますので、分配金支払い後は純資産が減少し、
基準価額が下落する要因となります。投資者のファンドの購入価額によっては、支払われた分配金の一部
または全部が、実質的には元本の一部払戻しに相当する場合があります。ファンド購入後の運用状況により、
分配金額より基準価額の値上りが小さかった場合も同様です。

●インドの株式には、外国投資家の保有比率の制限があります。したがって、外国投資家の保有比率の状況によっ
ては運用上の制約を受ける場合があります。なお、インドの制度等は変更される場合があります。
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